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一

細
川
藩
時
代
の
殖
産
興
業
と
流
通

い

ぐ
さ

一

藺
草
の
栽
培
と
畳
表
の
生
産

職
制
と
殖
産

さ
く

じ

江
戸
幕
府
の
職
制
に
は
、
作
事
奉
行
の
下
に
、「
畳
奉

行
」
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
「
畳
蔵
門
番
人
」・「
畳
方
手

え
い
ぜ
ん

代
」
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
作
事
奉
行
は
、
工
作
営
繕
の
管
理
に
あ
た
る

奉
行
と
し
て
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
に
新
設
さ
れ
、「
畳
奉
行
」
以

下
三
職
が
そ
の
管
掌
下
に
置
か
れ
た
。
畳
表
は
、
江
戸
城
や
江
戸
藩
邸
・

武
家
屋
敷
・
町
屋
な
ど
の
「
住
」
空
間
に
と
っ
て
重
要
な
生
活
必
需
品
で

あ
っ
た
。

表
５
―
１３
は
、「
細
川
藩
職
制
」
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
細
か
に
み

ろ
う
そ
く

て
い
く
と
、
元
和
十
年
（
一
六
二
四
）
段
階
で
は
、
漆
渋
奉
行
・
油
�
燭

そ
ま

奉
行
・
炭
薪
奉
行
・
材
木
奉
行
・
古
木
竹
葭
縄
�
奉
行
・
杣
奉
行
・
鍛
冶

奉
行
・
畳
奉
行
・
白
土
奉
行
・
金
山
惣
奉
行
な
ど
の
奉
行
名
が
散
見
さ
れ

る
。
藩
の
職
制
と
領
内
の
漆
渋
・
油
・
�
燭
・
薪
炭
・
材
木
・
古
木
・

あ
し

竹
・
葭
・
縄
・
�
・
杣
・
鍛
冶
・
畳
・
白
土
・
金
な
ど
の
殖
産
（
食
材
・

燃
料
・
建
築
資
材
・
鉄
工
・
工
芸
・
貨
幣
）
と
が
密
接
に
職
掌
化
さ
れ
て
い

る
。こ

の
よ
う
な
殖
産
諸
奉
行
の
中
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
畳
奉
行
」
を
一
例

と
し
て
見
て
み
よ
う
。

畳
奉
行
と
畳

表
買
い
付
け

幕
府
の
職
制
に
「
畳
奉
行
」
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
豊
前

細
川
藩
の
職
制
に
も
前
述
の
よ
う
に
「
畳
奉
行
」
が
い

た
。元

和
七
年
（
一
六
二
一
）
の
「
御
印
帳
」（
熊
本
大
学
史
料
叢
書
『
細
川

忠
利
裁
可
文
書
』）
の
六
月
晦
日
の
条
に
、「
一
、
御
畳
奉
行
末
村
九
右
衛

門
・
松
村
源
六
兵
衛
仰
せ
付
け
ら
れ
候
事
」
と
あ
る
。
同
十
年
（
一
六
二

え
い
せ
い

四
）
の
「
諸
奉
行
帳
」（
永
青
文
庫
所
蔵
）
に
は
、
奉
行
の
実
名
は
明
記
さ

な
ら
び
に

れ
て
い
な
い
が
、「
一
、
畳
奉
行

一
、
ヘ
リ
布

并

畳
指
上
中
下
日
積

つ
か
ま
つ

仕

る
べ
き
事
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
畳
奉
行
は
、
ヘ
リ
布
の
品
定
め
や

お
も
て
う
ち

畳
指
（
畳
刺
）
職
人
の
上
・
中
・
下
の
日
積
な
ど
、
畳
の
表
打
（
営
繕
）

に
関
す
る
職
掌
で
あ
っ
た
。

領
内
に
藺
田
が
な
く
、
藺
草
の
栽
培
と
畳
表
の
製
作
が
行
わ
れ
て
い
な

び
ん

ご

お
も
て

し
つ
と
う

い

い
時
期
に
は
、
備
後
表
と
七
島
莚
が
他
領
か
ら
移
入
さ
れ
た
。
元
和
八

年
（
一
六
二
二
）
の
「
忠
利
裁
可
」
に
、

奉

行

覚

一
、
畳
の
表
上
下
を
つ
も
り
、
来
年
八
、
九
月
の
時
分
、
奉
行
に
と�

も�

（
鞆
・
備
後

ぬ
ま
く
ま

国
沼
隈
郡
）
へ
目
録
を
持
た
せ
調
申
す
べ
く
候
。
へ
り
い
と
に
も
宗
立
様
（
細

川
忠
興
）
の
時
の
ご
と
く
申
し
付
く
べ
き
候
事
。
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と
あ
る
。
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
八
、
九
月

ご
ろ
、
藩
は
、
畳
奉
行
を
備
後
表
の
生
産
地
鞆

に
派
遣
し
、
畳
表
を
買
い
付
け
て
い
る
。

備
後
表
の
主
産
地
の
一
つ
は
、
備
後
国
（
広

み

つ
ぎ

島
県
）
の
沼
隈
・
御
調
両
郡
で
あ
っ
た
。
室
町

時
代
の
天
文
・
弘
治
年
間
（
一
五
三
二
〜
五

八
）
に
は
、
こ
の
地
域
で
、
す
で
に
藺
草
が
栽

ひ
き
と
お
し
お
も
て

培
さ
れ
、
藺
の
長
い
茎
を
用
い
る
引
通

表
が

織
ら
れ
て
い
た
。

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）、
沼
隈
郡
屋
名
南

な
か
ざ
し
お
も
て

村
の
長
谷
川
新
右
衛
門
が
中
指
表
（
現
在
の

中
継
表
）
の
織
法
を
考
案
し
、
短
い
藺
草
も
活

用
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
畳
表
の
生
産
が
増
大

し
た
。
当
時
、
こ
の
地
域
に
は
備
後
表
の
織
機

が
七
七
二
台
あ
っ
た
。

同
七
年
（
一
六
〇
二
）、
広
島
藩
主
福
島
正

則
（
安
芸
・
備
後
両
国
四
九
万
八
〇
〇
〇
石
）

は
、
幕
府
へ
備
後
表
三
一
〇
〇
枚
を
献
納
す
る

と
と
も
に
、
畳
表
改
役
四
名
を
任
命
し
、
規
格

を
定
め
、
生
産
の
奨
励
を
し
た
の
で
、
備
後
表

は
江
戸
や
京
都
で
一
躍
有
名
に
な
っ
た
（『
舜

舊
記
』）。

表
５
―
１２

幕
府
の
職
制
（
そ
の
一
部
）

将
軍

大
老

こ
う

け

老
中

高
家

そ
ば
し
ゅ
う

京
都
所
司
代

二
条
城
門
番
頭

側
衆

そ
ば
よ
う
に
ん

ご

て
ん
あ
ず
か
り

じ
ょ
う
だ
い

き
ん
ば
ん
ぐ
み
か
し
ら

側
用
人

二
条
城
御
殿

預

駿
府
城
代

駿
府
勧
番
組
頭

大
坂
城
代

二
条
城
鉄
砲
奉
行

駿
府
勤
番

ぎ
ん

み

も
の
し
ら
べ
や
く

寺
社
奉
行

寺
社
奉
行
吟
味
物
調
役

伏
見
奉
行

駿
府
武
具
奉
行

そ
う
じ
ゃ
ば
ん

る

す

い

奏
者
番

神
道
方

留
守
居

※
（
省
略
）

お
お
ば
ん
が
し
ら

紅
葉
山
火
之
番

大
番
頭

大
番
組
頭

お

み
や

み

た
ま

や

紅
葉
山
御
宮
御
霊
屋
附
坊
主

大
番

け
っ
し
ょ
も
の

て

だ
い

紅
葉
山
御
高
盛
坊
主

御
三
卿
家
老

欠
所
物
奉
行
手
代

紅
葉
山
御
宮
附
御
縁
頬
坊
主

大
目
付

欠
所
物
奉
行

し
ゅ
う
ご
く

紅
葉
山
御
霊
屋
附
御
縁
頬
坊
主

町
奉
行

囚
獄

牢
屋
下
男

紅
葉
山
御
掃
除
之
者
組
頭

勘
定
奉
行

※
（
省
略
）

ろ
く
し
ゃ
く

紅
葉
山
御
高
盛
六
尺

旗
奉
行

畳
蔵
門
番
人

若
年
寄

※
（
省
略
）

作
事
奉
行

畳
奉
行

畳
方
手
代

作
事
方
定

小
屋
門
番
人

じ
ょ
う
ば
ん

だ
い
く
が
し
ら

お

て

だ
い

く

大
坂
定
番

大
坂
鉄
砲
奉
行

大
工
頭

作
事
方
御
手
大
工

大
坂
弓
奉
行

京
都
大
工
頭

作
事
方
定
普
譜
同
心

大
坂
破
損
奉
行

作
事
下
奉
行

作
事
方
手
代

ひ

か
ん

か
き
や
く

大
坂
具
足
奉
行

作
事
方
被
官

作
事
方
書
役

こ

や
く

作
事
方
勘
定
役

作
事
方
小
役

※（
省
略
）
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表
５
―
１３

細
川
藩
職
制
（「
諸
奉
行
帳
」
に
よ
り
作
成
）

元
和
十
年
（
一
六
二
四
）

寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）

惣
奉
行

惣
奉
行

横

目

横

目

公
事
聞

公
事
聞

賄
惣
奉
行

惣
積
奉
行

町
奉
行

町
奉
行

知
行
方
奉
行

知
行
方
奉
行

借
米
銀
并
懸
銀
割
符
奉
行

惣
銀
米
奉
行

小
物
成
并
加
判
奉
行

天
主
之
道
具
并
小
物
成
納
奉
行

殿
主
之
道
具
并
小
物
成
請
取
奉
行

武
具
奉
行

武
具
奉
行

算
用
奉
行

算
用
奉
行

郡
奉
行

郡
奉
行

代

官

代

官

拾
郡
之
横
目

塩
代
官

拾
郡
之
山
奉
行

郡
横
目
山
奉
行

使
者
客
人
賄
奉
行

使
者
客
人
賄
奉
行

蔵
奉
行

蔵
奉
行

闕
所
米
過
怠
米
其
外
集
米
銀
奉
行

并
銭
奉
行

惣
銀
奉
行

惣
銀
奉
行

造
作
銀
算
用
奉
行

切
米
取
之
遺
銀
算
用
奉
行

諸
職
人
称
立
奉
行

職
人
奉
行

買
物
奉
行

買
物
奉
行

漆
渋
奉
行

漆
奉
行

油
�
燭
奉
行

油
�
燭
奉
行

炭
薪
奉
行

炭
薪
奉
行

明
家
明
屋
敷
并
闕
所
奉
行

明
家
奉
行

明
屋
敷
奉
行

下
台
所
奉
行

下
台
所
奉
行

掃
除
奉
行

掃
除
奉
行

人
足
奉
行

人
足
奉
行

鉄
苧
其
外
普
請
道
具
奉
行

鉄
苧
其
外
普
請
道
具
奉
行

普
請
奉
行

普
請
奉
行

留
主
之
役
人
改
奉
行

留
主
之
役
人
奉
行

作
事
惣
奉
行

材
木
奉
行

材
木
奉
行

古
木
竹
葭
繩
�
奉
行

古
木
竹
葭
繩
�
奉
行

杣
奉
行

杣
奉
行

鍛
冶
奉
行

鍛
冶
奉
行

畳
奉
行

畳
奉
行

白
土
奉
行

白
土
奉
行

進
物
之
帳
付

船
手
之
惣
奉
行

船
手
惣
奉
行

浦
奉
行

浦
奉
行

京
ニ
て
調
物
奉
行

京
ニ
て
調
物
奉
行

大
坂
米
奉
行

大
坂
米
奉
行

金
山
惣
奉
行

金
山
惣
奉
行

鉄
炮
之
薬
合
奉
行

鉄
炮
薬
合
奉
行

船
作
事
奉
行

屋
方
船
方
作
事
惣
奉
行

味
噌
�
油
奉
行
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元
和
五
年
（
一
六
一
九
）、
福
島
正
則
改
易
後
の
福
山
藩
主
水
野
勝
成

（
備
後
七
郡
）
一
〇
万
石
の
拝
領
高
に
は
畳
表
機
役
高
が
含
ま
れ
て
い

た
。
備
後
表
に
は
、
幕
府
へ
献
上
す
る
「
献
上
表
」
と
幕
府
買
い
上
げ
の

「
御
用
表
」
と
一
般
販
売
用
の
「
商
用
表
」
と
が
あ
っ
た
。
元
和
八
年
（
一

六
二
二
）、
徳
川
秀
忠
は
、
堺
の
町
人
に
畳
表
買
入
れ
を
命
じ
、
備
後
御

用
表
九
〇
〇
〇
枚
を
買
い
上
げ
て
い
る
。

幕
府
へ
の
畳

表

献

上

に
っ
ち
ょ
う

豊
前
細
川
藩
の
「
日
帳
」
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
八

月
五
日
の
条
に
、

一
、
去
年
（
元
和
九
年
）、
江
戸
へ
、
御
畳
の
面
八
百
畳
、
と
も
（
鞆
）
の
興
兵
衛
よ

の
ぼ

だ
い
ぎ
ん

り
上
せ
申
候
。
其
代
銀
去
々
年
（
元
和
八
年
）
の
直
よ
り
少
し
高
く
御
座
候
に

た
だ
ち

付
、
去
々
年
の
並
に
さ
げ
さ
せ
申
す
べ
き
の
由
候
へ
共
、
年
に
よ
り
直
に
高
下

こ
れ
あ
る
儀
に
候
間
、
興
兵
衛
所
よ
り
の
目
録
の
前
に
代
銀
渡
り
候
て
然
る
べ

き
の
由
、
各
吟
味
の
上
に
て
相
渡
さ
れ
候
事
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）、
同
九
年
（
一
六
二
三
）

に
、
細
川
藩
は
、
備
後
表
八
〇
〇
枚
を
幕
府
へ
の
献
上
表
と
し
て
鞆
で
購

む
し
ろ
し
ょ
う

入
し
、
現
地
の
莚

商
興
兵
衛
を
通
じ
て
献
上
し
た
。

寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
の
「
日
帳
」
に
よ
る
と
、
同
年
五
月
十
八
日
、

藩
命
で
薩
摩
へ
買
物
に
派
遣
さ
れ
た
池
田
次
兵
衛
と
船
頭
林
与
右
衛
門

む
し
ろ

が
、
赤
つ
ぐ
綱
三
〇
ぼ
う
、
黒
つ
ぐ
綱
一
〇
ぼ
う
と
と
も
に
七
島
蓆
一

四
〇
枚
を
購
入
し
て
小
倉
に
帰
着
し
て
い
る
。

ふ
ち
ぬ
の

畳
の
作
製
の
と
き
に
使
う
縁
布
（
ヘ
リ
布
）
は
、
京
都
あ
た
り
か
ら
取

り
寄
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
の
「
日
帳
」
の

三
月
十
八
日
の
条
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

く
だ

一
、
京
都
よ
り
御
畳
の
ヘ
リ
十
端
下
り
申
候
を
、
御
た
ゝ
ミ
や
平
三
郎
（
矢
嶋
平
三

郎
）
に
渡
申
候
。
送
状
は
こ
れ
な
き
に
付
、
請
取
切
手
は
重
て
仕
る
べ
き
由
、

申
さ
れ
候
事
。

つ
ま
り
、
畳
の
ヘ
リ
の
調
達
も
畳
奉
行
の
管
掌
で
あ
っ
た
。

藺
草
の
栽
培

と
畳
表
織
製

寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
の
「
日
帳
」
の
八
月
四
日
の

条
に
、「
吉
田
源
七
郎
に
今
日
よ
り
御
畳
の
儀
申
し
付

け
ら
れ
候
」
と
あ
り
、
畳
奉
行
と
し
て
吉
田
源
七
郎
が
任
命
さ
れ
て
い

る
。
同
五
年
（
一
六
二
八
）
の
「
諸
奉
行
帳
」
に
は
、「
一
、
畳
奉
行T

ada

toxi
吉
田
源
七
郎
」
と
、
藩
主
細
川
忠
利
の
印
文
が
ロ
ー
マ
字
で
押
印
さ

れ
て
い
る
。
畳
奉
行
は
、
藩
主
の
任
命
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
「
諸
奉
行
帳
」
を
更
に
め
く
っ
て
い
く
と
「
一
、
藺
田
奉
行T

ada
toxi

物
師
賄
奉
行

馬
具
奉
行

旅
之
掃
除
奉
行

人
割
奉
行

大
坂
ニ
て
公
義
御
用
調
奉
行

上
台
所
奉
行

膳
奉
行

表
納
戸
奉
行

奥
納
戸
奉
行

銀
奉
行

藺
田
奉
行
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当
分

矢
嶋

平
三
郎T

ada
toxi

手
伝
九
拾
三
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
藺
田
奉
行

と
い
う
、
藺
田
を
管
掌
す
る
奉
行
が
い
て
、
当
初
、
矢
嶋
平
三
郎
が
任
命

さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
手
伝
九
三
人
も
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四
年
前
の
元
和
十
年
の
「
諸
奉
行
帳
」
に
は
、
藺
田
奉
行
と
い
う
職
制

が
な
い
の
で
、
こ
の
四
年
間
に
、
豊
前
と
豊
後
の
一
部
の
細
川
藩
領
で
藺

草
の
栽
培
と
畳
表
の
製
造
が
始
ま
り
、
藩
は
、
寛
永
五
年
に
、
藺
田
奉
行

と
九
三
人
に
も
及
ぶ
手
伝
を
任
命
し
、
か
な
り
大
が
か
り
な
殖
産
興
業
策

を
推
進
し
た
の
で
あ
る
。
勝
山
町
域
に
お
い
て
も
、
こ
の
こ
ろ
、
藺
草
の

栽
培
が
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

豊
後
に
お
け
る
七
島
藺
は
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）、
府
内
の
橋
本

五
郎
左
衛
門
が
薩
摩
国
か
ら
琉
球
藺
を
移
植
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

が
、
す
で
に
中
世
の
文
書
の
中
に
「
七
島
田
」
と
い
う
名
称
が
散
見
さ
れ

る
の
で
、
薩
摩
か
ら
の
伝
来
説
は
技
術
導
入
に
関
わ
る
こ
と
と
思
わ
れ

る
。豊

後
杵
築
藩
の
七
島
藺
は
、
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
〜
七
三
）
に
薩
摩

よ
り
府
内
藩
、
日
出
藩
よ
り
杵
築
藩
の
ル
ー
ト
で
導
入
さ
れ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
技
術
導
入
に
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
杵
築
地

じ
つ
だ
か

方
は
、
細
川
氏
の
豊
前
・
豊
後
に
わ
た
る
三
〇
万
石
（
実
高
三
九
万
九
五

九
九
石
六
斗
）
の
藩
領
の
一
部
で
あ
り
、
前
述
の
ご
と
く
、
元
和
十
年
か

ら
寛
永
五
年
ま
で
の
間
に
、
藺
草
の
栽
培
が
始
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

や
つ
し
ろ

現
在
、
熊
本
県
の
八
代
地
方
は
、
日
本
一
の
畳
表
生
産
地
で
あ
る
。
肥

し
ゅ
め
の
か
み

後
表
（
熊
本
表
）
は
、
八
代
郡
千
丁
村
上
士
に
あ
る
岩
崎
主
馬
守
忠
久
の

菩
提
寺
向
龍
山
大
法
寺
の
「
永
正
二
年
（
一
五
〇
五
）
乙
丑
霜
月
、
古
閑

こ
う

し

渕
前
の
辺
に
初
て
藺
草
を
植
て
一
郷
の
民
に
す
」
と
い
う
記
録
を
嚆
矢
と

す
る
。
こ
こ
に
は
、
青
莚
神
社
と
し
て
岩
崎
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

肥
後
表
の
主
産
地
の
一
つ
八
代
地
方
で
畳
表
の
生
産
が
盛
ん
で
あ
る
の

は
、
江
戸
初
期
に
細
川
忠
興
が
、
藩
主
と
し
て
豊
前
・
豊
後
（
一
部
）
地

方
に
藺
草
の
栽
培
と
畳
表
の
生
産
を
奨
励
し
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）

に
八
代
に
転
封
後
も
、
そ
の
栽
培
と
生
産
を
八
代
地
方
に
広
め
た
た
め
で

あ
る
。二

米
穀
の
生
産
と
流
通

か
い
ま
い

く
ら
も
と

大
坂
回
米
と
蔵
元

細
川
藩
時
代
、
勝
山
町
域
で
生
産
さ
れ
た
米
は
、

収
穫
米
の
過
半
が
年
貢
米
と
し
て
、
行
事
川

な
が

お

だ

そ
う

（
現
、
長
峡
川
）
左
岸
の
行
事
村
（
現
、
行
橋
市
）
へ
人
力
や
馬
で
駄
送

さ
れ
、
そ
こ
か
ら
船
で
、
細
川
氏
の
城
下
町
小
倉
へ
回
漕
さ
れ
た
。

領
内
各
地
か
ら
藩
庫
に
収
納
さ
れ
た
年
貢
米
は
、
そ
の
一
部
が
藩
主
や

家
臣
層
に
消
費
さ
れ
、
残
り
の
米
は
中
央
市
場
へ
回
漕
さ
れ
た
。
当
時
の

流
通
機
構
は
、
江
戸
と
大
坂
を
全
国
的
規
模
で
の
二
大
中
央
市
場
と
し
た

が
、
西
国
諸
藩
は
大
坂
を
主
な
米
市
場
と
し
て
い
た
。
諸
藩
は
、
年
貢
米

く
ら
も
の

な
ど
の
蔵
物
や
特
産
物
・
専
売
品
な
ど
を
売
却
し
て
、
こ
れ
ら
を
換
金
す

う
り
さ
ば
き

る
た
め
に
、
そ
の
売
捌
機
関
と
し
て
大
坂
に
蔵
屋
敷
を
設
置
し
た
。
蔵

屋
敷
に
は
、
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
た
「
蔵
役
人
」、
蔵
物
の
保
管
・
出
納
を
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す
る
「
蔵
元
」
な
ど
の
武
士
や
町
人
が
い
た
。

細
川
藩
で
は
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
は
す
で
に
、
京
都
に
京
都

調
物
奉
行
を
、
大
坂
に
大
坂
米
奉
行
を
派
遣
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
七

年
（
一
六
二
一
）
に
は
、
大
坂
蔵
元
奉
行
と
し
て
坂
本
仁
兵
衛
・
石
本
三

介
・
岩
田
甚
太
郎
が
派
遣
さ
れ
、
小
倉
よ
り
大
坂
へ
の
積
み
登
せ
米
の
う

ち
、
そ
の
半
分
を
蔵
元
の
木
屋
理
右
衛
門
尉
と
舛
屋
孫
十
郎
に
売
り
捌
き

を
請
け
負
わ
せ
、
残
り
半
分
を
そ
の
ほ
か
の
蔵
元
中
に
売
り
捌
か
せ
て
い

る
の
で
あ
る
（「
御
印
帳
」
九
月
十
二
日
、
十
月
十
一
日
の
条
）。

「
諸
奉
行
帳
」
の
元
和
十
年
（
一
六
二
四
）
に
は
、
大
坂
米
奉
行
と
し

て
寺
嶋
平
兵
衛
と
金
子
嘉
左
衛
門
尉
の
名
が
散
見
さ
れ
、
寛
永
三
年
（
一

六
二
六
）
の
「
日
帳
」
で
は
、
寺
嶋
平
兵
衛
・
仁
保
太
兵
衛
・
堀
長
兵
衛
・

米
田
久
助
の
四
名
が
大
坂
米
奉
行
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
年

の
「
日
帳
」
に
は
、「
中
津
ノ
大
坂
米
奉
行
」
と
し
て
沖
津
右
衛
門
・
村

上
善
九
郎
の
名
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
本
藩
の
細
川
忠
利
「
小
倉
領
」
に

対
し
、
父
忠
興
の
隠
居
領
で
あ
る
「
中
津
御
領
分
」
が
、
大
坂
に
独
自
の

米
奉
行
を
置
い
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
寛
永
五

年
（
一
六
二
八
）
の
「
諸
奉
行
帳
」
に
よ
る
と
、
本
藩
の
小
倉
領
は
、
大

坂
米
奉
行
の
ほ
か
に
、
物
書
手
伝
五
人
と
蔵
子
二
人
を
蔵
屋
敷
に
置
い
て

い
た
。

江
戸
回
米
と
買
米

こ
の
よ
う
に
、
細
川
藩
は
、
中
央
市
場
の
一
つ
大

坂
に
、
領
内
で
生
産
さ
れ
た
米
穀
や
特
産
物
を
船

な

や

も
の

で
積
み
登
せ
、
蔵
屋
敷
を
中
心
に
、
こ
れ
ら
の
蔵
物
や
納
屋
物
を
換
金
し

げ

ら
く

た
か

て
い
た
が
、
大
坂
市
場
の
米
相
場
が
下
落
し
、
江
戸
市
場
の
米
相
場
が
高

ね値
の
と
き
に
は
、
大
坂
か
ら
江
戸
へ
の
転
送
、
あ
る
い
は
小
倉
か
ら
江
戸

じ
き
そ
う

へ
の
直
送
が
行
わ
れ
た
。

「
日
帳
」
の
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
十
一
月
二
十
五
日
の
条
に
、

一
、
江
戸
へ
廻
し
申
米
四
千
五
百
石
よ
り
米
申
付
候
付
て
、
御
代
官
・
御
借
米
奉
行

ぐ
み

衆
、
竹
内
吉
兵
衛
与
今
池
長
右
衛
門
に
持
せ
遣
候
事
。

と
あ
り
、
ま
た
、
同
三
年
（
一
六
二
六
）
六
月
二
十
六
日
の
条
に
は
、

一
、
江
戸
大
廻
り
の
御
米
舟
五
艘
罷
り
戻
り
、
御
船
頭
衆
手
嶋
茂
太
夫
・
上
田
惣
吉
・

つ
か
ま
つ

村
上
新
右
衛
門
・
加
来
久
二
郎
・
三
宅
清
介
、
右
五
人
登
城

仕
ら
せ
候
事
。
六

月
四
日
に
江
戸
を
出
船
、
昨
二
十
五
日
に
こ
の
地
着
舟
仕
る
由
、
申
さ
れ
候
也
。

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
寛
永
元
年
十
一
月
二
十
五
日
に
は
、
大
坂
よ
り

江
戸
へ
の
回
米
四
五
〇
〇
石
の
転
送
が
行
わ
れ
、
同
三
年
六
月
二
十
五
日

に
は
、
小
倉
よ
り
江
戸
へ
直
送
し
た
回
米
船
五
艘
が
小
倉
へ
帰
港
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、「
江
戸
の
米
価
が
一
両
に
五
石
四
斗
五
升
」
と
い
う
高
値

で
取
引
さ
れ
て
い
る
と
い
う
情
報
に
基
づ
く
、
江
戸
直
送
米
の
積
み
登
せ

で
あ
っ
た
。
藩
は
、
単
に
年
貢
米
を
換
金
す
る
た
め
に
回
米
を
行
っ
た
だ

け
で
は
な
く
、
米
価
の
隔
地
間
格
差
に
よ
る
利
潤
追
求
も
図
っ
た
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
細
川
藩
は
、
大
坂
や
江
戸
へ
の
米
穀
の
移
出
を
行
っ
た

が
、
そ
の
一
方
で
米
と
大
豆
の
領
内
移
入
を
原
則
と
し
て
禁
止
し
た
。
た

だ
し
、
雑
穀
の
領
内
移
入
は
許
可
し
た
。
こ
れ
は
、
領
内
産
の
米
・
大
豆

の
自
給
に
よ
る
領
国
経
済
を
維
持
・
推
進
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
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か
ん
ば
つ

大
風
雨
・
洪
水
・
旱
魃
・
虫
害
な
ど
の
飢
餓
や
災
害
の
た
め
、
領
産
米
が

ふ
っ
て
い

払
底
し
た
と
き
は
、
藩
は
他
所
米
や
大
豆
・
雑
穀
の
買
い
入
れ
を
行
っ

た
。「

日
帳
」
の
寛
永
三
年
七
月
九
日
の
条
に
、

一
、
下
ノ
関
に
て
御
買
米
四
百
石
こ
れ
あ
る
由
、
舟
瀬
里
兵
衛
申
来
候
に
付
、
四
百

石
共
に
当
津
へ
廻
候
へ
と
申
付
候
事
。

と
あ
り
、
同
年
七
月
十
三
日
の
条
に
、

一
、
下
ノ
関
よ
り
御
米
百
七
十
石
買
調
、
積
買
候
由
、
桃
田
助
右
衛
門
・
舟
瀬
忠
三

郎
両
人
申
来
候
事
。

と
あ
る
。
寛
永
三
年
七
月
、
旱
魃
に
見
舞
わ
れ
た
細
川
藩
は
、
七
月
九
日

に
四
〇
〇
石
、
同
十
三
日
に
は
一
七
〇
石
の
米
を
下
関
で
買
い
付
け
て
い

る
。
そ
し
て
「
日
帳
」
の
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
五
月
十
三
日
の
条
に

よ
る
と
、
藩
は
、
米
価
が
安
値
で
取
引
き
さ
れ
て
い
る
北
国
へ
舟
瀬
里
兵

つ
か

衛
を
遣
わ
し
、
米
の
買
い
付
け
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

二

小
笠
原
藩
時
代
の
生
産
と
流
通

一

年
貢
米
の
納
入
と
米
穀
の
流
通

は
ん

こ

年
貢
米
の
藩
庫
納
入

小
笠
原
小
倉
藩
六
郡
の
う
ち
、
田
川
郡
の
年
貢

ほ
し
い

た
か
は
ら

米
は
、
赤
池
・
糒
・
高
原
・
採
銅
所
・
新
所
・

ご
う
ぐ
ら

糸
・
油
須
原
の
郷
蔵
に
、
勝
山
町
域
を
は
じ
め
、
京
都
郡
は
行
事
蔵
、
仲

け
ん
ど
く

く
つ

お

津
郡
は
大
橋
蔵
（
国
作
・
惣
社
・
国
分
・
彦
徳
村
・
豊
津
町
）
と
沓
尾
蔵
（
田

あ
ざ

み

あ
り
ひ
さ

し
も
ば
る

か
み
さ
か

か
ん
ば
る

中
・
徳
永
・
呰
見
・
有
久
・
徳
政
・
下
原
・
綾
野
・
上
坂
・
吉
岡
・
上
原
・

み
つ
ど
み

せ
つ
ま
る

し
い

だ

は
ち

や

光
冨
・
節
丸
村
）、
築
城
郡
は
椎
田
蔵
、
上
毛
郡
・
新
田
藩
は
八
屋
蔵
と

う
の
し
ま

宇
島
蔵
に
、
そ
れ
ぞ
れ
い
っ
た
ん
収
納
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
船
や
人
馬
で
小

お
も
て
ぐ
ら

は
ね
ば
し
ぐ
ら

き

く

倉
城
内
の
表
蔵
（
刎
橋
蔵
）
に
回
漕
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
企
救
郡
の
年
貢

米
は
本
蔵
（
刎
橋
蔵
）
に
直
送
さ
れ
た
。

村
か
ら
郷
蔵
ま
で
の
搬
入
は
、
五
里
（
約
二
〇
�
）
以
内
は
百
姓
の
自

前
、
五
里
以
上
遠
方
の
分
は
藩
よ
り
駄
賃
が
出
た
が
、
該
当
し
た
村
は
田

川
郡
の
、
そ
れ
も
一
部
の
村
だ
け
で
あ
っ
た
。

ぎ
ょ
う

じ

図
５
―
３
は
、
幕
末
・
維
新
期
の
作
成
と
思
わ
れ
る
「
行
事
・
大
橋
・

宮
市
村
絵
図
」（
行
橋
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）
の
復
原
図
で
あ
る
。
現
在
の

行
橋
市
の
中
心
部
を
描
い
た
こ
の
絵
図
に
は
、
当
時
の
町
並
み
と
、
一
軒

一
軒
の
家
の
名
前
が
、
そ
の
屋
敷
の
大
小
ま
で
は
っ
き
り
分
か
る
よ
う
に

手
書
き
さ
れ
て
い
る
。

行
事
川
（
現
在
の
長
峡
川
）
河
口
の
大
橋
側
に
は
、
河
岸
に
、
長
井
手

永
や
国
作
手
永
な
ど
の
仲
津
郡
の
年
貢
米
の
一
部
を
い
っ
た
ん
収
納
す
る

「
御
蔵
所
」（
郷
蔵
）
と
「
牢
屋
」
が
あ
り
、
少
し
離
れ
て
「
節
丸
手
永

宿
」、
も
う
少
し
離
れ
て
「
国
作
治
左
衛
門
役
宅
」（
国
作
手
永
大
庄
屋
役

宅
）、「
長
井
手
永
宿
」
が
あ
る
。

一
方
、
行
事
川
河
口
の
行
事
側
に
は
、
や
は
り
河
岸
に
、
京
都
郡
の
年

貢
米
を
い
っ
た
ん
収
納
し
た
「
御
蔵
所
」
（
郷
蔵
）
と
「
牢
屋
」
が
あ
り
、

あ
ら

つ

の
ぶ

そ
の
近
く
に
「
黒
田
手
永
宿
」・「
久
保
手
永
宿
」・「
新
津
手
永
宿
」・「
延

な
が永
手
永
宿
」
な
ど
京
都
郡
の
四
手
永
宿
が
軒
を
並
べ
て
い
る
。
少
し
離
れ

て
河
岸
に
「
御
郡
屋
」
が
あ
り
、
行
事
浦
川
橋
の
近
く
に
「
社
倉
蔵
」
が
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